
 

身体障害者福祉法施行細則モデル案（案） 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

(目的) 

第１条 身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号。以下「法」とい

う。）の施行に当たっては、法、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年

政令第７８号。以下「施行令」とい

う。）、身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５号。以

下「施行規則」という。）及び身体

障害者福祉法に基づく指定居宅支援

事業者等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成 14 年厚生労働省令

第 78 号。以下「指定居宅支援等基

準」という。）及び指定身体障害者

更生施設等の設備及び運営に関する

基準（平成 14 年厚生労働省令第 79

号。以下「指定施設支援基準」とい

う。）に定めるもののほか、この規

則の定めるところによる。 

 

（委任） 

第２条 法第１７条の２第１項、第１

７条の３、第１７条の４第１項、第

１７条の５第２項、第１７条の５第

１０項、第１７条の６、第１７条の

７第２項、第１７条の８、第１７条

の１０第１項、第１７条の１１第２

項、第１７条の１１第１０項、第１

７条の１２第２項、第１７条の１２

第３項、第１７条の１３、第１７条

の１４、第１７条の１５、第１７条

○○市身体障害者福祉法施行細則 

身体障害者福祉法施行細則を次のよう

に定める。 

平成 年 月 日 

 

市長

規則第    号 

   身体障害者福祉法施行細則 

（目的） 

第１条 身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号。以下「法」とい

 う。）の施行に当たっては、法、身 

 体障害者福祉法施行令（昭和２５年

 政令第７８号。以下「施行令」とい

 う。）及び身体障害者福祉法施行規 

 則（昭和２５年厚生省令第１５号。

以下「施行規則」という。）に定め

るもののほか、この規則の定めると

ころによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第２条 法第１８条（第５項を除 

く），第１８条の２，第１８条の

３，第１９条の７ただし書き，第２

０条，第２１条の２ただし書、第３

８条及び第４９条の２並びに施行規

則第１３条の２及び１４条に規定す

る事務は、社会福祉法（昭和２６年

法律第４６条に規定する福祉に関す

る事務所（以下｢福祉事務所｣とい

う。）の長に委任する。 

参考２ 



 

の３２第２項、第１８条，第１８条

の２第１項，第１８条の３，第１９

条の７ただし書き，第２０条，第２

１条の２ただし書、第２３条、第３

８条及び第４９条の２並びに施行規

則第１３条の２及び１４条に規定す

る事務は、社会福祉法（昭和２６年

法律第４５号）第１４条に規定する

福祉に関する事務所（以下｢福祉事

務所｣という。）の長に委任する。 

（身体障害者更生指導台帳） 

第３条 （変更なし） 

 (執務日誌) 

第４条 （変更なし） 

 

 

（更生相談所への判定依頼等） 

第５条 福祉事務所の長は，法第９条

第５項、第６項、及び施行規則第１

０条の規定により身体障害者更生相

談所(法第９条第４項に規定する身

体障害者更生相談所をいう。以下

「更生相談所」という。) に判定を

求めるときは、様式第３による判定

依頼書を更生相談所の長に送付する

とともに、様式第４による○○書を

当該身体障害者に送付しなければな

らない。 

 

（第６条（削除）） 

 

 

 

 

 

 

（保健所長への通知） 

第６条 （変更なし） 

 

（身体障害者手帳交付状況台帳） 

第７条 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（身体障害者更生指導台帳） 

第３条 （略） 

 (執務日誌) 

第４条 （略） 

 

 

（更生相談所への判定依頼等） 

第５条 福祉事務所の長は，法第９条

第５項の規定によりにより身体障害

者更生相談所(法第９条第４項に規

定する身体障害者更生相談所をい

う。以下「更生相談所」という。)

に判定を求めるときは、様式第３に

よる判定依頼書を更生相談所の長に

送付するとともに、様式第４による

判定通知書を当該身体障害者に送付

しなければならない。 

 

 

第６条 福祉事務所の長は，法第９条

第５項の規定により更生相談所の判

定を受けたときは，当該身体障害者

に対する措置の結果を、様式第５の

措置結果報告書により更生相談所の

長に報告しなければならない。 

 

（保健所長への通知） 

第７条 （略） 

 

（身体障害者手帳交付状況台帳） 

第８条 （略） 

 



 

（身体障害者の死亡通知） 

第８条 （変更なし） 

 

（居宅生活支援費の額の基準と身体障

害者及び扶養義務者が負担すべき額）

第９条 法第１７条の４第２項第１ 

号に規定する市長が定める指定居宅

支援費の基準額及び第１７条の６第

２項において準用する第１７条の４

第２項第１号に規定する基準該当居

宅支援費の基準額は別表第１のとお

りとする。 

２ 法第１７条の４第２項第２号及び

第１７条の６第２項において準用す

る第１７条の４第２項第２号に規定

する市長が定める身体障害者及び扶

養義務者の負担すべき額は別表第２

のとおりとする。 

 

（施設訓練等支援費の額の基準と身体

障害者及び扶養義務者が負担すべき

額） 

第１０条 法第１７条の１０第２項第

１号に規定する市長が定める身体障

害者施設支援費の基準額は別表第３

のとおりとする。 

２ 法第１７条の１０第２項第２号に

規定する市長が定める身体障害者の

負担すべき額は別表第４、扶養義務

者の負担すべき額は別表第５のとお

りとする。 

 

（支援費の支給申請） 

第１１条 施行規則第９条の２に規定

する居宅生活支援費及び施行規則第

９条の１６に規定する施設訓練等支

援費の支給申請は様式第９による支

援費支給申請書により支給を受けよ

うとする日の30日前（更新申請の場

合は、支給を受けようとする日の60

日前から30日前）までに行うものと

する

（身体障害者の死亡通知） 

第９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

する。 

 

（支援費の支給決定） 

第１２条 福祉事務所の長は、法第１

７条の５第２項に規定する居宅生活

支援費及び法第17条の11第２項に規

定する施設訓練等支援費の支給決定

に当たっては、施行規則第９条の３

及び施行規則第９条の17に定める事

項を、原則として申請者本人からの

聴取により把握するものとする。 

２  福祉事務所の長は、前項の規定に

より把握した事項を総合的に勘案の

上、支給を行うことが適切であると

認めるときは、申請者に対し支援費

の支給決定を行うものとする。 

３ 法第 17 条の５第２項に規定する 

居宅生活支援費の支給決定及び施行

規則第９条の４に規定する居宅利用

者負担額の通知は、様式第１０によ

る居宅生活支援費支給決定・利用者

負担額決定通知書及び様式第１１に

よる居宅生活支援費扶養義務者分利

用者負担額決定通知書により行うも

のとする。 

４ 法第 17 条の 11 第２項に規定する

施設訓練等支援費の支給決定及び施

行規則第９条の 18 に規定する施設

利用者負担額の通知は、様式第１２

による施設訓練等支援費支給決定・

利用者負担額決定通知書及び様式第

１３による施設訓練等支援費扶養義

務者分利用者負担額決定通知書によ

り行うものとする。 

５ 法第 17 条の５第２項に規定する 

居宅生活支援費の不支給決定及び法

第 17 条の 11 第２項に規定する施設

訓練等支援費の不支給決定は、様式

第１４による不支給決定通知書によ

り行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６  第１１条の申請に対する処分は、

当該申請のあった日から 30 日以内

にしなければならない。ただし、当

該申請に係る身体障害者の状況の調

査に日時を要する等特別な理由があ

る場合には、当該申請のあった日か

ら 30 日以内に、当該身体障害者に

対し、当該申請に対する処分をする

ためになお要する期間（次項におい

て「処理見込期間」という。）及び

その理由を通知し、これを延期する

ことができる。 

７  第１１条の申請をした日から 30 

日以内に当該申請に対する処分がな

されないとき、若しくは前項ただし

書の通知がないとき、又は処理見込

期間が経過した日までに当該申請に

対する処分がされないときは、当該

申請に係る身体障害者は、福祉事務

所の長が当該申請を却下したものと

みなすことができる。 

 

（支給決定身体障害者の居住地の変更

の届出等） 

第１３条 施行令第１３条に規定す 
る、氏名、居住地の変更の届出は、

様式第１５による居住地等変更届に

より行うものとする。 
（受給者証の再交付） 

第１４条 施行規則第９条の８に規定

する居宅受給者再交付申請及び施行

規則第９条の２１に規定する施設受

給者証再交付申請は様式第１６によ

る受給者証再交付申請書により行う

ものとする。 

 

(居宅支援費の支給量の変更) 

第１５条 施行規則第９条の１２に規

定する支給量の変更申請は様式第１

７による支給量変更申請書により行

うものとする。 

２ 施行規則第９条の１３第１項の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

規定による支給量の変更の決定に係

る通知は様式第１８による支給量変

更決定通知書により行うものとす

る。 

 

（身体障害程度区分の変更の申請） 

第１６条 施行規則第９条の２３に規

定する身体障害者程度区分の変更の

申請は様式第１９による障害程度区

分変更申請書により行うものとす

る。 

２ 施行規則第９条の２４第１項の規

定による身体障害程度区分の変更の

決定に係る通知は、様式第２０によ

る障害程度区分変更決定通知書によ

り行うものとする。 

 

 (支給決定の取消し) 

第１７条 施行規則第９条の14第１項

に規定する居宅支給決定の取消しに

係る通知は、様式第２１による居宅

支給決定取消通知書により行うもの

とする。 

２ 施行規則第９条の25第１項に規定

する施設支給決定の取消しに係る通

知は、様式第２２による施設支給決

定取消通知書により行うものとす

る。 

３  福祉事務所の長は、施設入所身体

障害者が疾病等により３月以上の入

院が必要と認められるとき、又は入

院期間が３月以上となったときは、

支給決定を取り消すことができる。 

 

（契約内容の報告） 

第１８条  指定居宅支援等基準第９条

第３項に規定する指定居宅介護の契

約に係る報告は、様式第２３による

居宅介護契約内容（居宅受給者証記

載事項）報告書により行うものとす

る。 

２ 指定居宅支援等基準第59条におい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

て準用する指定居宅支援等基準第９

条第３項に規定する指定デイサービ

スの契約に係る報告は、様式第２４

によるデイサービス契約内容（居宅

受給者証記載事項）報告書により行

うものとする。 

３  指定施設支援基準第13条第２項に

規定する指定身体障害者更生施設、

指定施設支援基準第47条において準

用する指定施設支援基準第13条第２

項に規定する指定身体障害者療護施

設及び指定施設支援基準第59条にお

いて準用する指定施設支援基準第13

条第２項に規定する指定特定身体障

害者授産施設の施設受給者証記載事

項の報告は、様式第２５による施設

契約内容（施設受給者証記載事項）

報告書により行うものとする。 

 

（支援費の請求及び支払期日） 

第１９条  指定居宅支援事業者は、法

第17条の５第10項に規定する居宅生

活支援費の請求を当該サービス提供

月の翌月10日までに福祉事務所の長

へ行うものとする。 

２  指定身体障害者更生施設等は、法

第17条の11第10項に規定する施設訓

練等支援費の請求を当該サービス提

供月の翌月10日までに福祉事務所の

長へ行うものとする。  

３  福祉事務所の長は、第１項の請求

があった場合には、当該サービス提

供月の翌々月末までに、当該サービ

スに係る居宅生活支援費を支払うも

のとする。 

４  福祉事務所の長は、第２項の請求

があった場合には、当該サービス提

供月の翌月末までに、当該サービス

に係る施設訓練等支援費を支払うも

のとする。 

 

（支援費支給管理台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２０条  福祉事務所の長は、様式第

２６による居宅生活支援費支給管理

台帳及び様式第２７による施設訓練

等支援費支給管理台帳を備え、必要

な事項を記載するものとする。 

 

（特例居宅生活支援費） 

第２１条  福祉事務所の長は、市が登

録した基準該当居宅支援事業者が提

供する居宅支援について、特例居宅

生活支援費を支給するものとする。 

２ 基準該当居宅支援事業者の登録等

については、市長が別に定める。 

 

（居宅介護、施設入所等の措置の手続

き） 

第２２条 福祉事務所の長は、法第１

８条第１項、第３項の規定により、

居宅支援又は施設支援を行おうとす

るときは、必要に応じ、更生相談所

の判定を求めなければならない。 

 

 

 

 

２ 福祉事務所の長は，前項に規定す

る措置を採るに当たっては、あらか

じめ，様式第２８による○○書を当

該事業所の長に送付するとともに、

当該措置を採ることを決定したとき

は、様式第２９による○○書を当該

身体障害者に送付しなければならな

い。 

 

３ 福祉事務所の長は、法第１８条第

１項、第３項に規定する措置を行っ

た身体障害者（以下「被措置者」と

いう。）について、当該措置を変更

することを決定したときは、様式第

３０による○○書を当該身体障害者

に送付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（更生援護施設への入所措置の手続

き） 

第１０条 福祉事務所の長は、法第１

８条第４項第３号の規定により、身

体障害者更生援護施設（以下「更生

援護施設」という。への入所を必要

とする身体障害者に対して，更生援

護施設へ入所させ、又は更生援護施

設に入所を委託する措置を採ろうと

するときは、必要に応じ、更生相談

所の判定を求めなければならない。 

２ 福祉事務所の長は，前項に規定す

る措置を採るに当たっては、あらか

じめ，様式第９による入所依頼・委

託決定通知書を当該更生援護施設の

長に送付するとともに、当該措置を

採ることを決定したときは、様式第

１０による施設入所決定通知書を当

該身体障害者に送付しなければなら

ない。 

３ 福祉事務所の長は、法第１８条第

４項第３号に規定する措置を行った

身体障害者（以下「被措置者」とい

う。）について、当該措置を変更す

ることを決定したときは、様式第１

１による入所措置変更決定通知書を

当該身体障害者に送付しなければな

らない。 



 

４ 福祉事務所の長は、被措置者につ

いて、当該措置を解除することを決

定したときは、様式第３１による○

○書を当該被措置者に送付するとと

もに、様式第３２による○○書を当

該事業所の長に送付しなければなら

ない。 

 

 

 

第２３条 

第２４条 

第２５条 

第２６条 

第２７条 

第２８条 

第２９条 

     変更なし 

 

 

   附 則 

１～２ 変更なし 

 

１  この規則は、平成15年４月１日か

ら施行する。ただし、第２条から第

２０条までの規定（第１２条第７項

及び第８項の規定を除く。）、は、社

会福祉の増進のための社会福祉事業

法等の一部を改正する等の法律（平

成12年法律第111号）附則第27条第

１号の規定による施行前準備行為と

して、平成 年  月 日から施行す

る。 

 

（旧措置入所者の基準額） 

２ 社会福祉の増進のための社会福祉

事業法等の一部を改正する等の法律

（平成12年法律第111号）」附則第１

２条第２項第１号の規定による市長

が定める旧措置入所者の施設支援費

の額は、別表第３とし、第１２条第

２項第２号に規定する旧措置入所者

４ 福祉事務所の長は、被措置者につ

いて、当該措置を解除することを決

定したときは、様式第１２による入

所措置解除決定通知書を当該被措置

者に送付するとともに、様式第１３

による措置解除通知書を当該被措置

者の入所する更生援護施設の長に送

付しなければならない。 

 

 

第１１条 

第１２条 

第１３条 

第１４条 

第１５条 

第１６条 

第１７条 

       略 

 

 

  附 則 

１～２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

の利用者負担額は別表４とし、扶養

義務者の負担額は別表５を適用する

ものとする。 

 

※様式、別表 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

身体障害者福祉法施行細則モデル案（案） 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(目的) 

第１条 身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号。以下「法」とい

う。）の施行に当たっては、法、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年

政令第７８号。以下「施行令」とい

う。）、身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５号。以

下「施行規則」という。）及び身体

障害者福祉法に基づく指定居宅支援

事業者等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成 14 年厚生労働省令

第 78 号。以下「指定居宅支援等基

準」という。）及び指定身体障害者

更生施設等の設備及び運営に関する

基準（平成 14 年厚生労働省令第 79

号。以下「指定施設支援基準」とい

う。）に定めるもののほか、この規

則の定めるところによる。 

 

（身体障害者更生指導台帳） 

第２条 （変更なし） 

 (執務日誌) 

第３条 （変更なし） 

 

（更生相談所への判定依頼等） 

第４条 町（村）長は，法第９条第５

項、第６項、及び施行規則第１０条

の規定により身体障害者更生相談所

(法第９条第４項に規定する身体障

○○町（村）身体障害者福祉法施行細

則 

身体障害者福祉法施行細則を次のよう

に定める。 

平成 年 月 日 

 

町（村）長

規則第    号 

   身体障害者福祉法施行細則 

（目的） 

第１条 身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号。以下「法」とい

 う。）の施行に当たっては、法、身 

 体障害者福祉法施行令（昭和２５年

 政令第７８号。以下「施行令」とい

 う。）及び身体障害者福祉法施行規 

 則（昭和２５年厚生省令第１５号。

以下「施行規則」という。）に定め

るもののほか、この規則の定めると

ころによる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（身体障害者更生指導台帳） 

第２条 （略） 

 (執務日誌) 

第３条 （略） 

 

（更生相談所への判定依頼等） 

第４条 町（村）長は，法第９条第５

項の規定によりにより身体障害者更

生相談所(法第９条第４項に規定す

る身体障害者更生相談所をいう。以



 

害者更生相談所をいう。以下「更生

相談所」という。)に判定を求める

ときは、様式第３による判定依頼書

を更生相談所の長に送付するととも

に、様式第４○○書を当該身体障害

者に送付しなければならない。 

 

第５条（削除） 

 

 

 

 

 

 

（保健所長への通知） 

第６条 （変更なし） 

 

（身体障害者手帳交付状況台帳） 

第７条 （変更なし） 

 

（身体障害者の死亡通知） 

第８条 （変更なし） 

 

（居宅生活支援費の額の基準と身体障

害者及び扶養義務者が負担すべき額）

第９条 法第１７条の４第２項第１ 

号に規定する町（村）長が定める指

定居宅支援費の基準額及び第１７条

の６第２項において準用する第１７

条の４第２項第１号に規定する基準

該当居宅支援費の基準額は別表第１

のとおりとする。 

２ 法第１７条の４第２項第２号及び

第１７条の６第２項において準用す

る第１７条の４第２項第２号に規定

する町（村）長が定める身体障害者

及び扶養義務者の負担すべき額は別

表第２のとおりとする。 

 

（施設訓練等支援費の額の基準と身体

障害者及び扶養義務者が負担すべき

額） 

下「更生相談所」という。)に判定

を求めるときは、様式第３による判

定依頼書を更生相談所の長に送付す

るとともに、様式第４による判定通

知書を当該身体障害者に送付しなけ

ればならない。 

 

第５条 町（村）長は，法第９条 

第５項の規定により更生相談所の判

定を受けたときは，当該身体障害者

に対する措置の結果を、様式第５の

措置結果報告書により更生相談所の

長に報告しなければならない。 

 

（保健所長への通知） 

第６条 （略） 

 

（身体障害者手帳交付状況台帳） 

第７条 （略） 

 

（身体障害者の死亡通知） 

第８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１０条 法第１７条の１０第２項第

１号に規定する町（村）長が定める

身体障害者施設支援費の基準額は別

表第３のとおりとする。 

２ 法第１７条の１０第２項第２号に

規定する町（村）長が定める身体障

害者の負担すべき額は別表第４、扶

養義務者の負担すべき額は別表第５

のとおりとする。 

 

（支援費の支給申請） 

第１１条 施行規則第９条の２に規定

する居宅生活支援費及び施行規則第

９条の１６に規定する施設訓練等支

援費の支給申請は様式第９による支

援費支給申請書により支給を受けよ

うとする日の30日前（更新申請の場

合は、支給を受けようとする日の60

日前から30日前）までに行うものと

する。 

 

（支援費の支給決定） 

第１３条 町（村）長は、法第１７条

の５第２項に規定する居宅生活支援

費及び法第17条の11第２項に規定す

る施設訓練等支援費の支給決定に当

たっては、施行規則第９条の３及び

施行規則第９条の17に定める事項

を、原則として申請者本人からの聴

取により把握するものとする。 

２  町（村）長は、前項の規定により

把握した事項を総合的に勘案の上、

支給を行うことが適切であると認め

るときは、申請者に対し支援費の支

給決定を行うものとする。 

３ 法第 17 条の５第２項に規定する 

居宅生活支援費の支給決定及び施行

規則第９条の４に規定する居宅利用

者負担額の通知は、様式第１０によ

る居宅生活支援費支給決定・利用者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

負担額決定通知書及び様式第１１に

よる居宅生活支援費扶養義務者分利

用者負担額決定通知書により行うも

のとする。 

４ 法第 17 条の 11 第２項に規定する

施設訓練等支援費の支給決定及び施

行規則第９条の 18 に規定する施設

利用者負担額の通知は、様式第１２

による施設訓練等支援費支給決定・

利用者負担額決定通知書及び様式第

１３による施設訓練等支援費扶養義

務者分利用者負担額決定通知書によ

り行うものとする。 

５ 法第 17 条の５第２項に規定する 

居宅生活支援費の不支給決定及び法

第 17 条の 11 第２項に規定する施設

訓練等支援費の不支給決定は、様式

第１４による不支給決定通知書によ

り行うものとする。 

６  第１１条の申請に対する処分は、

当該申請のあった日から 30 日以内

にしなければならない。ただし、当

該申請に係る身体障害者の状況の調

査に日時を要する等特別な理由があ

る場合には、当該申請のあった日か

ら 30 日以内に、当該身体障害者に

対し、当該申請に対する処分をする

ためになお要する期間（次項におい

て「処理見込期間」という。）及び

その理由を通知し、これを延期する

ことができる。 

７  第１１条の申請をした日から 30 

日以内に当該申請に対する処分がな

されないとき、若しくは前項ただし

書の通知がないとき、又は処理見込

期間が経過した日までに当該申請に

対する処分がされないときは、当該

申請に係る身体障害者は、町（村）

長が当該申請を却下したものとみな

すことができる。 

 

（支給決定身体障害者の居住地の変更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

の届出等） 

第１４条 施行令第１３条に規定す 
る、氏名、居住地の変更の届出は、

様式第１５による居住地等変更届に

より行うものとする。 
 
（受給者証の再交付） 

第１４条 施行規則第９条の８に規定

する居宅受給者再交付申請及び施行

規則第９条の２１に規定する施設受

給者証再交付申請は様式第１６によ

る受給者証再交付申請書により行う

ものとする。 

 

(居宅支援費の支給量の変更) 

第１５条 施行規則第９条の１２に規

定する支給量の変更申請は様式第１

７による支給量変更申請書により行

うものとする。 

２ 施行規則第９条の１３第１項の 

規定による支給量の変更の決定に係

る通知は様式第１８による支給量変

更決定通知書により行うものとす

る。 

 

（身体障害程度区分の変更の申請） 

第１６条 施行規則第９条の２３に規

定する身体障害者程度区分の変更の

申請は様式第１９による障害程度区

分変更申請書により行うものとす

る。 

２ 施行規則第９条の２４第１項の規

定による身体障害程度区分の変更の

決定に係る通知は、様式第２０によ

る障害程度区分変更決定通知書によ

り行うものとする。 

 

 (支給決定の取消し) 

第１７条 施行規則第９条の14第１項

に規定する居宅支給決定の取消しに

係る通知は、様式第２１による居宅

支給決定取消通知書により行うもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

とする。 

２ 施行規則第９条の25第１項に規定

する施設支給決定の取消しに係る通

知は、様式第２２による施設支給決

定取消通知書により行うものとす

る。 

３  町（村）長は、施設入所身体障害

者が疾病等により３月以上の入院が

必要と認められるとき、又は入院期

間が３月以上となったときは、支給

決定を取り消すことができる。 

 

（契約内容の報告） 

第１８条  指定居宅支援等基準第９条

第３項に規定する指定居宅介護の契

約に係る報告は、様式第２３による

居宅介護契約内容（居宅受給者証記

載事項）報告書により行うものとす

る。 

２ 指定居宅支援等基準第59条におい

て準用する指定居宅支援等基準第９

条第３項に規定する指定デイサービ

スの契約に係る報告は、様式第２４

によるデイサービス契約内容（居宅

受給者証記載事項）報告書により行

うものとする。 

３  指定施設支援基準第13条第２項に

規定する指定身体障害者更生施設、

指定施設支援基準第47条において準

用する指定施設支援基準第13条第２

項に規定する指定身体障害者療護施

設及び指定施設支援基準第59条にお

いて準用する指定施設支援基準第13

条第２項に規定する指定特定身体障

害者授産施設の施設受給者証記載事

項の報告は、様式第２５による施設

契約内容（施設受給者証記載事項）

報告書により行うものとする。 

 

（支援費の請求及び支払期日） 

第１９条  指定居宅支援事業者は、法

第17条の５第10項に規定する居宅生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

活支援費の請求を当該サービス提供

月の翌月10日までに町（村）長へ行

うものとする。 

２  指定身体障害者更生施設等は、法

第17条の11第10項に規定する施設訓

練等支援費の請求を当該サービス提

供月の翌月10日までに町（村）長へ

行うものとする。  

３  町（村）長は、第１項の請求があ

った場合には、当該サービス提供月

の翌々月末までに、当該サービスに

係る居宅生活支援費を支払うものと

する。 

４  町（村）長は、第２項の請求があ

った場合には、当該サービス提供月

の翌月末までに、当該サービスに係

る施設訓練等支援費を支払うものと

する。 

 

（支援費支給管理台帳） 

第２０条  町（村）長は、様式第２６

による居宅生活支援費支給管理台帳

及び様式第２７による施設訓練等支

援費支給管理台帳を備え、必要な事

項を記載するものとする。 

 

（特例居宅生活支援費） 

第２１条  町（村）長は、町（村）が

登録した基準該当居宅支援事業者が

提供する居宅支援について、特例居

宅生活支援費を支給するものとす

る。 

２ 基準該当居宅支援事業者の登録等

については、町（村）長が別に定め

る。 

 

（居宅介護、施設入所等の措置の手続

き） 

第２２条 町（村）長は、法第１８条

第１項、第３項の規定により、居宅

支援又は施設支援を行おうとすると

きは、必要に応じ、更生相談所の判

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（更生援護施設への入所措置の手続

き） 

第９条 町（村）長は、法第１８条第

４項第３号の規定により、身体障害

者更生援護施設（以下「更生援護施

設」という。への入所を必要とする



 

定を求めなければならない。 

 

 

 

 

 

２ 町（村）長は，前項に規定する措

置を採るに当たっては、あらかじ

め，様式第２８による○○書を当該

事業所の長に送付するとともに、当

該措置を採ることを決定したとき

は、様式第２９による○○書を当該

身体障害者に送付しなければならな

い。 

 

３ 町（村）長は、法第１８条第１

項、第３項に規定する措置を行った

身体障害者（以下「被措置者」とい

う。）について、当該措置を変更す

ることを決定したときは、様式第３

０による○○書を当該身体障害者に

送付しなければならない。 

 

４ 町（村）長は、被措置者につい

て、当該措置を解除することを決定

したときは、様式第３１による○○

書を当該被措置者に送付するととも

に、様式第３２による○○書を当該

事業所の長に送付しなければならな

い。 

 

 

第２４条 

第２５条 

第２６条 

第２７条 

第２８条 

第２９条 

第３０条 

     変更なし 

 

 

身体障害者に対して，更生援護施設

へ入所させ、又は更生援護施設に入

所を委託する措置を採ろうとすると

きは、必要に応じ、更生相談所の判

定を求めなければならない。 

 

２ 町（村）長は，前項に規定する措

置を採るに当たっては、あらかじ

め，様式第９による入所依頼・委託

決定通知書を当該更生援護施設の長

に送付するとともに、当該措置を採

ることを決定したときは、様式第１

０による施設入所決定通知書を当該

身体障害者に送付しなければならな

い。 

３ 町（村）長は、法第１８条第４項

第３号に規定する措置を行った身体

障害者（以下「被措置者」とい

う。）について、当該措置を変更す

ることを決定したときは、様式第１

１による入所措置変更決定通知書を

当該身体障害者に送付しなければな

らない。 

４ 町（村）長は、被措置者につい

て、当該措置を解除することを決定

したときは、様式第１２による入所

措置解除決定通知書を当該被措置者

に送付するとともに、様式第１３に

よる措置解除通知書を当該被措置者

の入所する更生援護施設の長に送付

しなければならない。 

 

第１０条 

第１１条 

第１２条 

第１３条 

第１４条 

第１５条 

第１６条 

       略 

 

 



 

   附 則 

１～２ 変更なし 

 

１  この規則は、平成15年４月１日か

ら施行する。ただし、第２条から第

２０条までの規定（第１２条第７項

及び第８項の規定を除く。）、は、社

会福祉の増進のための社会福祉事業

法等の一部を改正する等の法律（平

成12年法律第111号）附則第27条第

１号の規定による施行前準備行為と

して、平成 年  月 日から施行す

る。 

 

（旧措置入所者の基準額） 

２ 社会福祉の増進のための社会福祉

事業法等の一部を改正する等の法律

（平成12年法律第111号）」附則第１

２条第２項第１号の規定による町

（村）長が定める旧措置入所者の施

設支援費の額は、別表第３とし、第

１２条第２項第２号に規定する旧措

置入所者の利用者負担額は別表４と

し、扶養義務者の負担額は別表５を

適用するものとする。 

 

※様式、別表 略 

 

  附 則 

１～２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


